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【手続補正書】
【提出日】令和3年6月2日(2021.6.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　前記耐熱性樹脂層１１は、表面１１ａにおいて、表面高さＨの平均値を基準高さＨｓと
とするとき、前記基準高さＨｓよりも０．２μｍ以上高い凸部２０を１ｍｍ２につき１個
以上有していることを要件とする。かかる高さの凸部２０が１個未満の表面は粗面化が不
十分であり、相対的に平滑な表面であるからシーラント層１２中の滑剤の転写量が過剰に
なる。前記凸部２０の数は基準高さＨｓよりも０．２μｍ以上の頂点の数とし、隣り合う
凸部２０との間の谷部の深さは問わない。図３Ａおよび図３Ｂは、耐熱性樹脂層１１を、
ラミネート材１の厚み方向に直交し基準高さＨｓよりも０．２μｍ高い点を通る平面Ｐで
切断した断面図の例である。図３Ａは１ｍｍ×１ｍｍの平面領域に４つの凸部２０ａが点
在し、隣り合う凸部２０ａ間の谷部が平面Ｐよりも低い位置にあることを示している。図
３Ｂは、１ｍｍ×１ｍｍの平面領域に４つの凸部２０ｂが存在し、隣り合う凸部２０ｂ間
の谷部が平面Ｐよりも高い位置にあり、４つの凸部２０ｂは平面Ｐにおいて繋がっている
ことを示している。図３Ａおよび図４Ｂは、いずれも１ｍｍ×１ｍｍの平面領域に４個の
凸部２０ａ、２０ｂが存在することを示している。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】



(2) JP 2020-11483 A5 2021.7.26

【００３５】
　（外側層の他の積層形態）
　本発明のラミネート材の外側層は１層ないし複数層からなり、外側層の最外層の表面形
態に上述した本発明の条件が課される。図１のラミネート材１の外側層は耐熱性樹脂層１
１の単独層であるから、耐熱性樹脂層１１が外側層の最外層となり、表面の凹凸構造の条
件が課される。図４に示すラミネート材２の外側層は耐熱性樹脂層１１の外側に保護層２
２を積層した２層構造の外側層であり、最外層である保護層２２に本発明の表面形態の条
件が課される。なお、外側層は３層以上で構成することもできる。
 
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５８】
　次に、前記化成処理済みアルミニウム箔１３の一方の面に、ポリエステルウレタン樹脂
接着剤を、グラビアロールを用いて塗布厚みに微細に変化を付けて塗布し、乾燥させて表
面に凹凸を有する接着剤層１４を形成した。また、各例の接着剤層１４の乾燥重量は３．
５ｇ／ｍ２であるが、使用したグラビアロールの外周面形状に応じて表面形態に相違があ
る。そして、接着剤層１４を形成した金属箔層１３に、耐熱性樹脂層１１として厚さ１５
μｍの二軸延伸ポリアミドフィルムをドライラミネート法により貼り合わせた。
 
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６０】
　（実施例８、９、比較例３）
　図４に参照される積層構造、即ち外側層が耐熱性樹脂層１１と保護層２２の２層、内側
層が単層のシーラント層１２のラミネート材２を作製した。
 
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６２】
　（比較例１）
　図１に参照される積層構造、即ち外側層が単層の耐熱性樹脂層１１、内側層が単層のシ
ーラント層１２のラミネート材１を作製した。
 
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６３】
　接着剤層１４の形成方法として、グラビアロールをドクターブレードに変更したことを
除き、実施例１等と同じ手法でラミネート材１を作製した。


	header
	written-amendment

